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梨
県
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第
百
十
七
号
附
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令
和
二
年
八
月
三
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
目
録

令
和
二
年

七

月

中

第
百
九
号
か
ら

第
百
十
六
号
ま
で

｛
本
紙

第
三
十
四
号
か
ら

第
三
十
七
号
ま
で

｛
号
外

凡　例

公
文
件
名
の
下
の
数
字
上
段
括

弧
内
は
番
号
、中
段
は
ペ
ー
ジ
、

下
段
は
掲
載
日
を
示
す
。

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
二
一
二
）

～

（
二
一
三
）

同

同

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定

（
二
一
四
）
　
　

三
五
七
六

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設
置

（
二
一
五
）
　
　

三
六
三
九

○
道
路
の
区
域
変
更

（
二
一
六
）
　
　

同

同

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定

（
二
一
七
）
　
　

三
八
三
一
三

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災

害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
二
一
八
）
　
　

三
八
七
一
六

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定

（
二
一
九
）
　
　

三
八
八
同

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

（
二
二
〇
）
　
　

三
九
三
二
〇

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

（
二
二
一
）
　
　

同

同

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（
二
二
二
）

～

（
二
二
四
）

三
九
七
二
七

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定

（
二
二
五
）
　
　

四
〇
三
三
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可

（
二
二
六
）
　
　

同

同

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
二
二
七
）

～

（
二
二
八
）

同

同

条

例

○
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（　

三
七
）
号
外
（
三
五
）二

一
七

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（　

三
八
）

同　

同

同

○
山
梨
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（　

三
九
）

同　

三

同

○
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措

置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（　

四
〇
）

同　

四

同

○
山
梨
県
職
業
訓
練
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（　

四
一
）

同　

同

同

○
山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（　

四
二
）
号
外
（
三
七
）一

三
〇

規

則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（　

四
六
）
号
外
（
三
六
）一

一
七

○
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（　

四
七
）

同　

同

同

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（　

四
八
）
号
外
（
三
七
）一

三
〇

告

示

○
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設
置

（
二
一
一
）
　
　

三
五
三
二
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二

○
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

　
　

同

同

○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）

　

　
　

同

同

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

　

　
　

三
八
九
同

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

　

　
　

三
九
三
二
〇

○
土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

　

　
　

三
九
五
同

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

　
　

同

同

○
令
和
二
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

　

　
　

三
九
八
二
七

○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）

　

　
　

三
九
九
同

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

　

　
　

同

同

○
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
等
の
変
更
の

届
出

　

　
　

四
〇
四
三
〇

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出

　

　
　

三
九
九
二
七

教
育
委
員
会

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

　
　

三
七
一
九

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設
置

　

　
　

三
八
九
一
六

○
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

　

　
　

同

同

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
二
件
）

（
二
二
九
）

～

（
二
三
〇
）

四
〇
四
同

訓

令

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（　

一
八
）
号
外
（
三
七
）二

三
〇

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（　

一
九
）

同　

同

同

公

告

○
県
税
等
の
収
納
事
務
の
委
託

　

　
　

三
五
四
二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

　
　

三
五
七
六

○
令
和
二
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施

　

　
　

同

同

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

　

　
　

三
六
一
同

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

　
　

三
六
三
九

○
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表

　

　
　

三
六
五
同

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

　

　
　

三
六
七
同

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

　
　

同

同

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

　
　

三
六
八
同

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

　
　

三
七
〇
同

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

　

　
　

同

同

○
令
和
二
年
度
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催　

　
　

三
八
三
一
三

○
換
地
計
画
の
決
定

　

　
　

三
八
八
一
六
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そ

の

他

○
山
梨
県
議
会
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

　

　
　

三
六
一
六

人
事
委
員
会

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

　
　

三
五
五
二

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

　
　

三
五
六
同

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個

人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称
等
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

　

　
　

三
七
二
九

○
令
和
二
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採

用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

　

　
　

三
七
三
同

○
令
和
二
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
就
職
氷
河
期
世

代
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

　
　

三
七
八
同

監

査

委

員

○
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
旨
の
協
議

　

　
　

四
〇
五
三
〇

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

号
外
（
三
四
）一

一

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

　

　
　

三
五
六
二

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

　
　

三
八
三
一
三

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

　
　

三
九
〇
一
六

○
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

　

　
　

四
〇
六
三
〇
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四

令
和
二
年
八
月
三
日
　
印
　
刷

令
和
二
年
八
月
三
日
　
発
　
行

発
　
行
　
者

印
　
刷
　
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

山

梨

県

　
　
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

株
式
　
　
　
サ

ン

ニ

チ

印

刷

会
社


